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５月２５日付けのオンライン申請事件の取扱いについて（事務連絡） 

 

法務省オンライン申請システムの不具合により、５月２５日午後４時ころ以降にオンライン

により申請された登記申請について、法務省オンライン申請システムには到達したものの、登

記所システムによる受付処理がされない事象が発生しました（当該登記申請については、２６

日付けをもって受付処理がされています。）。 

つきましては、該当する登記申請の取扱いは下記のとおりとしますので、この旨貴管下登記

官に連絡願います。 

 

記 

 

１ 該当する登記所及び登記申請事件 

別添一覧（エクセル表）のとおり（ただし、取下申請及び効力証明の申請は、以下の２以

降の取扱いを行う必要はない。）。 

 

２ 取扱いの概要 

申請を受けた登記所から、該当する登記の申請人に対して、個別に連絡を取り、法務省オ

ンライン申請システムの不具合で御迷惑をお掛けしたことをお詫びした上、システム上、原

則として２６日付けの受付になり、同日の窓口申請に係る受付より前に自動的に受付がされ

る旨説明する。なお、当該申請については、２５日中に法務省オンライン申請システムにお

いて受付処理がされていることが明らかであることから、申請人に確認した上で、２５日付

けの受付とすることができる。 

なお、該当する申請が複数件ある登記所においては、同一物件に対する申請がないことを

確認した上で、行うこと。 

 

３ 当該申請人から、２５日付けの受付を希望する旨の申出があった場合における申請人への

説明事項 

（１） ２５日付けの受付とするためには、事務処理上、窓口（紙）申請と同様の手続きに

よらなければならないため、登録免許税の納付手続（既に電子納付した場合を除く。）

や補正手続等について、オンラインによることができなくなること。また，登記識別

情報及び登記完了証についても書面での交付となること。 

（２） 受付番号は、２５日の最終受付番号の枝番の処理となること。 

（３） （１）と同様の理由により、２６日付けで受け付けられたオンライン申請について、

システム上、却下の処理が採られるため、その旨、処理状況欄及びコメントに表示さ

れるが、当該申請を却下するものではないこと。 

（４） 本件申請の性質は、オンライン申請であるため、登録免許税に関する減免等のいわ

ゆるインセンティブ措置の適用があること（該当する申請に限り、説明する。）。 

 

４ ２５日付けの受付とする場合の登記所側における処理上の留意点 

（１） ２５日付けの受付とする場合には、オンラインにより申請された申請情報及び添付

情報を紙で出力し、２５日の最終受付番号の枝番をもって受付処理をする。なお、電



子署名がされている情報がある場合には、電子証明書の検証結果も出力する。 

（２） 既に登録免許税の納付手続が採られている場合は、オンラインにより納付手続を完

了していることが分かる情報を出力（「登録免許税納付状況確認」画面の「状況印刷」

画面の印刷等）し、申請情報を印刷した書面と併せて編てつする（当該納付手続につ

いて還付手続を採った上、再度印紙による納付手続をとる必要はない。）。 

（３） ２５日付けの受付処理の完了後、２６日付けで受け付けられている当該申請情報に

ついて、システム上の却下処理をする。 

なお，この処理を行う際には、本取扱いにより却下する旨及びお詫びのコメントを、

コメント通知機能を使用してお知らせする。 

 

 

 


